
 

 

 

 

 

 

こんにちは。京都市立高等学校教職員組合です。京都府の人事委員会勧告を受け

て行われた京教組（京都教職員組合）と府教委との交渉によって、給与は４月にさ

かのぼってアップ、ボーナスも６月分にさかのぼって支給割合が上がります。 

今月号の「市高のてびき」では、公務員の給与の決まり方とボーナスについて説

明します。 
 

秋季年末闘争/賃金確定  
賃金などの教育公務員の勤務条件は、法律(条例)により決まります。これを「勤

務条件法定主義」といいます。ただし、国や自治体が自由に議会に提案して決める

のではなく、その前段に人勧（人事院勧告(人事委員会勧告)）が必要です。 

 例年、人事院勧告が８月頃、人事委員会勧告が９～１０月頃に出されます。賃金

額の基礎となる給料表、手当額とその運用方法などを示す人勧を受けて、国や自治

体は議会に給与法案(条例案)を提案しますが、その前に公務員の労働組合と交渉を

持ちます。交渉を行った結果、使用者と労働組合とが妥結した内容で、国や自治体

は議会に提案することとなります。 

 民間の労働組合が勤務条件の改善を求めて交渉するのは春と秋季年末で、春の交

渉を「春闘」と呼びます。公務員の労働組合では、民間の給与が決定し、人勧を受

けた後、秋から年末にかけて交渉が行われるので、これを「秋季年末闘争」と呼ん

でいます。これにより、賃金確定が行われます。2014 年度は、12/2 の交渉を受

けて妥結しました。条例が可決され次第、差額が支給されます。 
 
一時金 
生計費が一時的に増大する夏季、年末にその補充のために支給されます。一時金

には、期末手当と勤勉手当があります。市高教組は、非常勤の教職員にも、この一

時金を支給するよう要求しています。 

 

●期末手当 

 基準日に在職する職員及び、基準日前１ヶ月以内に退職、又は死亡した職員に対

し、在職期間に応じた割合で支給されます。 

 基準日、支給日、支給割合は表１の通りです。支給額は、 

 

 

 

 

です。役職加算は、表３、４に示す通りです。 

 ●勤勉手当 

 基準日に在職する職員及び、基準日前１ヶ月以内に退職し又は、死亡した職員に

対し、勤務期間における勤務成績に応じた割合で支給されます。 

 基準日、支給日、支給割合は表２の通りです。支給額は、 

 

 

 

 

です。役職加算は、表３、４に示す通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           表５ 勤勉手当の支給割合と昇給 

 評価の期間 S A B C D 

H26 年 12 月

の勤勉手当 

H26年 4～9月 
の上が昨年度 

の下が今年度 

0.835 

 

0.93 

0.74 

 

0.825 

0.645 

 

0.72 

0.645 未満 

 

0.72 未満 

回答

なし 

H27年 1月

の昇給 

H25年 10月～

H26年 3月 

8号給 

(4号給) 

5号給 

(3号給) 

4号給 

(2号給) 

2号給 

(1号給) 
― 

                        ＊(   )内の号給は、55歳超の教職員 
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 {給料の月額＋（給料の月額×地域手当の支給割合）＋役職加算} 

                    ×支給割合×勤務期間率 

（給料の月額＋扶養手当の月額＋地域手当の月額＋役職加算） 

                    ×支給割合×在職期間率 

 

＊「市高のてびき」のバックナンバーは、市高ホームページで！ 

（http://www8.plala.or.jp/kyotoshiko/） 

＊「市高のてびき」に対するご意見、ご要望は E-mail : kyotoshiko@sky.plala.or.jp まで！ 

表１ 期末手当(H26年度) 

基準日 6 月 1 日 12月1日 

支給日 6 月 30 日 12月10日 

支給割合 122.5／100 137.5／100 

在職期間 在職期間率 

6ヶ月 100／100 

5ヶ月 以上 6ヶ月未満 80／100 

3ヶ月 以上 5ヶ月未満 60／100 

3 ヶ月未満 30／100 

0 0 

 

表２ 勤勉手当(H26年度) 

基準日 6 月 1 日 12月1日 

支給日 6 月 30 日 12月10日 

支給割合 表５を参照 

勤務期間 勤務期間率 

6ヶ月 100／100 

5ヶ月 以上 6ヶ月未満 ９0／100 

４ヶ月 以上 5ヶ月未満 ８0／100 

３ヶ月 以上 ４ヶ月未満 ７0／100 

２ヶ月 以上 ３ヶ月未満 ６0／100 

１ヶ月 以上 ２ヶ月未満 ５0／100 

１ヶ月未満 ４0／100 

0 ０ 

 
表３ 役職加算（教育職員） 

5% 

1 級 57 号給以上 

2 級 37 号給以上 

再任用教諭 

10% 
2 級 117 号給以上 

特 2 級・3 級 

15% 4 級 

20% 4 級(条件有) 

 

表４ 役職加算（事務職員） 

5% 3 級 9 号給以上 

10% 
4 級 

5 級 

15% 6 級 

 

勤勉手当がアップ！ 


